
令和５年８月３１日 

厚生保健委員会 

健康福祉部健康医療課 

 

浜松市がん対策推進計画骨子案について（報告） 

 

１ 趣旨 

   がん対策基本法第 4 条（地方公共団体の責務）に基づき策定されるものであり、静岡県

がん対策推進計画等との整合性を図るとともにがんを取り巻く現状を踏まえ、本市のがん

対策を総合的に推進する指針となる次期がん対策推進計画（R6～R11 年度）を策定する。 

   

計画名称 根拠法令等 内容 審議機関 

第 3 次浜松市が

ん対策推進計画 
がん対策基本法第 4条 

がん対策推進に係る活

動の指針となるもの 
保健医療審議会 

 

 

２ 計画の期間 

    現計画 平成 30 年度～令和 5年度  ⇒  次期計画 令和 6年度～令和 11 年度  

   

 

 

 

 

 

 

３ 骨子案 

別添 資料１、資料２のとおり 
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(2018) 

R1 

(2019) 

R2 

(2020) 

R3 

(2021) 

R4 

(2022) 

R5 
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R6 

(2024) 

R7 

(2025) 

R8 

(2026) 

R9 

(2027) 

R10 

(2028) 

R11 

(2029) 

第2次浜松市がん対策推進計画 第3次浜松市がん対策推進計画 

第 4次静岡県がん対策推進計画 

（R6～R11） 

第 4 期がん対策推進基本計画 

（R5～R10） 

第 3 期がん対策推進基本計画 

（H29～R4） 

第 3 次静岡県がん対策推進計画 

（H30～R5） 
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４ 策定スケジュール 

時期 内 容 

8月24日 ・第1回保健医療審議会 

【審議】骨子案 

8月31日 ・市議会厚生保健委員会 

【報告】骨子案 

10月 ・がん対策推進計画策定関係課長会議 

【審議】計画案、パブリック・コメント実施 

・第2回保健医療審議会 

【審議】計画案、パブリック・コメント実施 

11月 ・市議会厚生保健委員会 

【報告】計画案、パブリック・コメント実施 

11月中旬～ 

12月中旬 
・パブリック・コメント実施 

1月 ・がん対策推進計画策定関係課長会議 

 【報告】パブリック・コメント実施結果 

【審議】計画修正案 

・第3回保健医療審議会 

 【報告】パブリック・コメント実施結果 

【審議】計画修正案 

2月 ・市議会厚生保健委員会 

【報告】計画修正案 

・パブリック・コメント結果の公表 

3月 ・計画決定・公表 
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「がんを知り、がんと向き合い、がんになっても安心して暮らせる地域社会を目指して」

第２次計画の骨子

がん対策推進計画施策体系

●第４次静岡県がん対策推進計画やがんを取り巻く現状を踏まえ、引き続き「がんを知り、がんと向き合い、がんになっても安心して暮らせる地域社会を目指して」を基本理念とします。
４つの施策の柱と７つの分野を定め、総合的かつ計画的に推進する体系とします。

●第２次がん対策推進計画に基づく施策の実施状況等の分析及び評価を行い、計画を策定します。
●市内の地域がん診療連携拠点病院へのヒアリング、浜松市保健医療審議会などからの意見を踏まえ、計画を策定します。
●国のがん対策推進基本計画（第４期）、県のがん対策推進計画（第４次）を基本とし、浜松市の特性を踏まえ、がんを取り巻く環境の変化や新たな課題に的確に対応します。

第３次計画策定の視点

第３次計画の骨子(案)

分野と方向性 分野と方向性

○たばこ対策の推進 ○食生活改善の推進
○その他生活習慣の改善 ○ウイルス等への感染対策

基本理念

施策の柱

がんの予防・
早期発見対策の推進

がんになっても安心して暮らせ
る地域社会の構築

地域がん診療連携拠点病院を
中心とした医療体制の充実

将来に向けた基盤整備
    

１ がんの予防

２ がんの早期発見
○がん検診実施状況の把握 ○がん検診の受診率向上
○精度の高いがん検診の実施

３ がん医療体制の充実
○地域がん診療連携拠点病院及び地域の関係機関・団体等の
連携協力体制の促進

○北遠のがん対策の促進

４ 相談支援、情報提供
○相談支援・情報提供の推進 ○患者団体等との連携、協働
○就労支援

６ がんの教育、普及啓発

５ 在宅療養環境
○在宅療養環境の充実

○がん教育、がんに関する知識の普及啓発

７ 人材育成
○介護支援専門員等の育成支援

 

 

 

 

○たばこ対策の推進 ○食生活改善の推進
○その他生活習慣の改善 ○ウイルス等への感染対策

○がん検診実施状況の把握 ○がん検診の受診率向上
○がん検診の精度管理の推進

○地域がん診療連携拠点病院及び地域の関係機関・団体等の
連携協力体制の促進

○先進ロボット手術の普及促進

○相談支援・情報提供の推進 ○患者団体等との連携、協働
○就労支援

○アピアランスケアの支援・手続きオンライン化
○在宅療養環境の充実・支援
○AYA世代のがん医療の支援

○介護支援専門員等の育成支援
○先進ロボット手術に対応した人材育成の支援

○がん教育、がんに関する知識の普及啓発
○患者・市民参画の推進

１ がんの予防

２ がんの早期発見

３ がん医療体制の充実

４ 相談支援、情報提供

６ がんの教育、普及啓発

５ 在宅療養環境

７ 人材育成
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４つの施策の柱 
第 4 次静岡県がん対策推進計画やがんを取り巻く現状を踏まえ、計画の基本理念「がんを知り、がんと向き合い、

がんになっても安心して暮らせる地域社会を目指して」を基に、取り組む施策を「施策の柱」として位置づけ、計

画的に推進します。 

 

№ 施策の柱 基本方針・方向性 具体的な内容 

1 
がんの予防・早期発見対策
の推進 

がんに関する正しい知識
や予防の重要性を周知し、
がん検診の受診を推進し
ます。 

(1) たばこ対策の推進 

(2) 食生活等の生活習慣改善の推進 

(3) HPV ワクチンの接種勧奨 

(4) がん検診の精度管理の推進 

2 
地域がん診療連携拠点病
院を中心とした医療体制
の充実 

がん医療提供体制の充実
及び先進的医療の実施を
推進します。 

(1) 地域がん診療連携拠点病院及び地域の関係機

関・団体等の連携協力体制の促進 

(2) 先進ロボット手術の普及促進 

3 
がんになっても安心して
暮らせる地域社会の構築 

がんに関する相談支援及
び情報提供体制の充実を
推進します。 
ピアサポート等を通して
がん患者や家族の悩み・負
担の軽減を図ります。 

(1) 患者・家族に対する適切な相談体制の支援 

(2) 医療従事者のアピアランスケアに関する知識

習得の支援 

(3) がんに関するホームページの充実 

(4) アピアランスケアの支援・手続きオンライン化 

(5) 在宅療養の充実・支援 

(6) AYA 世代のがん医療の支援 

4 将来に向けた基盤整備 
がんに関する正しい知識
を得る機会等を設け、がん
教育を推進します。 

(1) 小中学生へのがん教育の推進 

(2) 拠点病院と連携したがんに関する市民公開講

座の開催 

(3) 患者・市民参画の推進 

(4) 介護支援専門員等の育成支援 

(5) 先進ロボット手術に対応した人材育成の支援 
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